
書式第 12号 (法第28条関係)

事 業 報 告 用

平成 30年度 事 業 報 告 書

生
=」

l墨壼塵画崖込旦本マンガ・アニメトキワ荘フォーラム

1 事業の成果

平成 30年度は、これまでの成果を踏まえ、下記の事業を実施した。
1)トキワ荘フォーラムを 1回 (第 11回)開催した。
2)トキワ荘塾を 1回 (第 10回)開催した。
3)活性化交流会を 1回開催し、国内外における情報収集、発信を図った。
4)全国マンガ・アニメ活性化連絡会の幹事として関係団体との連携拡大を図るため全国マンガ・

アニメ活性化連絡会を 1回 (第 10回)開催した。
(5)株式会社漫画家学会と連携し、東京都教育委員会からオリンピック・パラリンピック教育支援

事業の認定プログラムの一つである、「なるほどパラスポーツ紙芝居ショー」の受付窓口を受
託し、株式会社漫画家学会に委託した。

(6)令和元年 6月 10日 、東京都より特定非営利活動促進法第 44条第 1項の規定に基づき、認定
を受けた。

2 事業の実施に関する事項

(1)特定非営利活動に係る事業 (事業費の総費用 【161,233】 円)

定款に記載
された
事業名

事業内容 日時 場所
従事者
人数

受益
対象者
範囲

受益
対象者
人数

事業費

マンガ・アニ

メ文化 を研

究・振興する

事業

マンガ・アニメ文化を研

究・振興するトキワ荘フ

ォーラムを開催した。

3月 30

日

豊 島 区

雑 司 が

谷

10人

マ  ン

ガ・ ア
ニ メ に

関 心 の

あ る 一

般市民

不特定

多数
47,222

トキ ワ荘及
び関係マ ン

ガ家・アニメ
ー ター につ

いて顕彰・伝
承する事業

トキワ荘及び関係マン

ガ家・アニメーターにつ
いて顕彰・伝承するトキ

ワ荘塾を開催した。

11   月

17日
豊 島 区

南長崎
5人

トキ ワ

荘 に関

心 の あ

る 一 般

市民

不特定

多数
33,411

地方 自治体・
関連団体 と連
携・発信する
事業

東京都教育委員会か ら
の受託事業を行つた。

2月 12

日、

2月 26
日

町 田 市

立 南 第
一 小 学

校、

西 東 京

市 上 向

台 小 学

校

5人
×2回

オ リ ン

ピ  ッ

ク・ パ

ラ リ ン

ピ ッ ク

に 関 心

の あ る

小学生

30人
×2回

80,000

地方自治体・関連団体と

連携・交流する活性化交

流会を開催する。

11   月

17日
豊 島 区

南長崎
5人

地 方 自

治 体 ・

関 連 団

体 の 有
」ビ

20人 0



全国マンガ・アニメ活性

化連絡会幹事を担い、情

報共有 と連携の拡大 に

努め参加団体を増やし、

活発な意見交換を行っ

た。

3月 30

日

豊 島 区

雑 司 が

谷

3人

自

・
団

有

方

体

連

の

地

治

関

体

志

30人 600

(2)その他の事業 (事業費の総費用 【   0】 円)

載記
た
名

に
れ
業

款
さ
事

定
事業内容 日時 場所

従事者
人数

事業費

事業関連の物
品の販売事業

実施しなかった。
＾
υ
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諾識帳H州I軸脚書式第13号（法第28条関係） 事業報
生
ロ 用

平成30年度活動計算 場合）
室
皀 美がプの

特定非営利活動釜人日本マンガ・アニメトキワ荘フォーラム

(単位：円）
瓢 目 金 額 小計・合計

【

経

A』 経 弓 収 盃

1 受取会費 0
正会員受取会費
賛助会員受取会費

2受取寄附金 509,910

受取寄附金 500,000
施設等受入評価益 4,000

【I

経

I】

1

経常

事業饗

囲 用

(T)入件壺
給料手当
役員報酬
退職給付費用
福利厚生費
ボランティア静ティア評価響用 5,910

5,910

(豆7その他経費 165,233
会場借上げ 12,000
消耗品費 2，411

謝金 66,822
業務委託費 80,000
施設等評価費用 4,000

、 4．520

膏費用賛一 175.663
邑全 E翼 ＄

当鰯 経常増減額
『

A 一

『

B ・ ・ ・① 414.248

【 C】 経常外収益

固定資産売却益
過年度損益修正益

鐸簿外収益計 0

【 D】 経常外謹用

画に亘唾ソじふ叩J1風

災害損失
渦年度椙詩修正損

経常界醤用計 0

当期経常外増減額 【C】一
0 4

， ・ ・ ・(ﾜ） 0

税

次

額

④

(1)＋② ・ ・ ・③ 414.Z4U

… ワワ、qﾜ』

＋⑤ 635． 72



書式第 15号 (法第 28条関係)

平成 30年度 貸借対照表

事 業 報 告 用

特定非営利活動法人 日本マンガ・アニメトキワ荘フォーラム

金

の

現金
小ロ
普通
普通

現金

預金

海外受託事業用

|

3.8471

:40.767.

650.?351

5.5081

|

“

E面

1

車両運搬具
什署備品

ソフトウェア
借地権

敷全
長期貸付金

: ´

80● 867:A,資 産 合 計 ①+②

-1

短期借入0
預り金

160.000
6.685

長期借入金
退職綸付引当金

16■ 6856)+(
-2】

|

220. 924

414248
前期繰越正B

当期正味財2

財ヽ涵
:増)

635.172財 壼  合

800.357【B】 負 債 及 び 正 味 財 産 合 計 【B-1】 +IB-2】
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16 28 係 )

平成 30年度  計算書類の注記

生起堕襲嘘理壁込旦杢ヱ≧壺豆笙以上主四L型ヒ
=2ム

1重要な会計方針
・計算書類の作成は、NPO法人会計基準 (2010年 7月 20日  2017年 12月 12日 最終改正 NPO法 人会計基準協議会)

によっています。

・施設の提供等の物的サービスを受けた場合の会計処理
施設の提供等の物的サービスの受入れは、活動計算書に計上しています。
また計上額の算定方法は「3.施設の提供等の物的サービスの受入の内訳」に記載 しています。

・消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

2事業別損益の状況

科 目

トキワ荘
フォーラム

事業

トキワ荘塾
事業

地元支援
活性化交流
会事業

物品販売 事業部門計 管理部門 合計
海外・受託事

業
活性化連絡

0

0

0

4,000

5,910

0

0

80,000

0

0

0

500,000

4,000

5.910

0

0

80,000

1

0

0

0

0

5.910

0

0

0

0

0

0

0

4,000

0

0

0

0

0

89,910 500,001 589,9115.910 4,000 80,000

0

5,910

0

5,910

0

5,910

5,910 5.9105,910

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2,000

2, 520

12,000

2,411

0

0

4,000

0

66.822

80,000

0

0

2,000

2,520

12.000

2,411

0

0

4,000

0

66,822

80.000

0

0

0

0

12,000

2.411

0

0

0

0

33,411

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4,000

0

33,411

0

0

0

0

0

4,520 169,75380,000 165.23347.822 37,411

171. 143 4.520 175,66353.732 37,411 80,000

田盟硼□ 【Bロロ ロ ロ ロロ 目E] 2田-47.822 -33.411

I 経常収益
l 入会金
2 受取会費
3 受取寄附金
4 施設等受入評価益

・   ホランティア受入評薔挙

6 事業収益
7 海外事業助成金
8 受託事業
9 受取利息

経常収益計

Ⅱ 経常費用

`''人件費

臨時雇い賃金

人件賣計

'''その他経費

会場借上げ

消耗品費

通信運搬費

旅費交通費

施設等評価費用

会議費

謝金

業務委託費

支払手獄料 (事業)

支払寄付金

報告申請等経費

新聞図書費

その他経費計

経常費用計

当期経常増減額 ■■■口■■回    |■ ■口 ■■■ロ■■田□ ■回回□■■回ロロ

3施設の提供等の物的サービスの受入、及び活動の原価の算定にあたって必要なボランティアによる役務の提供の内訳

(単位 :円 )

単価は、雑司が谷地 文化ワ

金額 算定方法内容

おける日本加除出
版株式会社会議室
の無償利用0.5日
×1回

(2018/11/17)

4,000

会議室の利用料金によって算定し
ています。

(



トキワ荘フォーラ
ム事業ボランテイ
アスタッフ
1名 ×6時間
(2019/3/30) 5,910

単価は、該当期間における東京都
の最低賃金によって算定していま
す.

4使途等が制約された寄附金等の内訳

使途等が制約された寄附金等の内訳 (正味財産の増減及び残高の状況)は以下の通 りです。

当法人の正味財産は63,5172円 ですが、そのうち  0円は、下記のように使途が特定されています。

したがって使途が制約されていない正味財産は63,5172円 です。

(単 :円 )

5固定資産の増減内訳

(単位 :円 )

6借入金の増減内訳

(単位 :円 )

科 目 期首残高 当期借入 当期返済 期末残高

短期借入金

合計

160,000 160,000

160,000 160,000

7役員及びその近親者との取引の内容

役員及びその近親者との取引は以下の通 りです。

位 :

内容 期首残高 当期増加額 当期減少額 期末残高 備考

なし

合計

科 目 期首取得価額 取得 減少 期末取得価額 減価償却累計額 期末帳簿衝額

産資

産

産

の

・

資

資

他

計

定

定

の
△
ロ

固

固

そ

形

形

資

有

無

投

科 目
計算書類に計上さ

れた金額
内役員及び近親者

との取引

500,000

500,000

160,000

160,000 160,000

(活動計算書)

受取寄付金

活動計算書計

(貸借対照表)

短期借入金

貸借対照表計



書式第 17号 (法第 28条関係)

平成 30年度 財産目録

事 業 報 告 用

特定非営利活動法人 日本マンガ・アニメトキワ荘フォーラム

800. 857

相卸資産
販売用寄附物品

3.84マ

140.767

650.735

5.608

現金
需 蜀金
省増 漂窯受託事業用

現金預金 計
未収金

OO事業未収金
▲▲事業未収金

|… 口, ・・ ・ 0) ml記

パソコン

3

車両運搬具
事業用車両

ソフトウェア
オペレーションシステム
文書編集ソフト

借地権
OO市事業所

敷金
OO市事業所

長期賃付金
OO銀行

800.857【A】 資 産 合 計 ①十②

160.000短期借入金

預 り金

1こ①

長期借入金
○○銀行借入金

退職給付引当金
職員

「 ・・

“

b

16ユ 685【B-11負 債 合 計 ③+④

635,172【B-2】 正 味 財 産 合 計 【Al― 【B-1】
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書式第 18号 (法第28条関係)

事 業 報 告 用

平成 30年度年間役員名簿 (前●業年度において役員であったことがある全員の氏名及び住所又は居所並

びにこれらの者についての前事彙年度における報Hの有無を記ntし た名■ )

特定非営利活動法人日本マンガ・アニメトキワ荘フォ

1 確認事項 (法第 20条及び第 21条を確認の上、チェックを入れてください。)

2以下の役員には、欠格事由者が含まれません。(法第20条関係)

Z各役員について、親族の規定に違反していません。(法第21条関係)

2 役員一覧

役 名
どちらかに○

(フ リガナ)

氏
″
イコ

住 所 又 は 居 所
前事業年度内の

就任期間
報酬を受けた期間

(該 当者のみに記入)

1

⌒

Q誓升監事
オナカ テツオ 平成30年 7月 1日

令和元年6月 30日

年  月  日

年  月  日尾 中 哲

2

コムロ ユウイチ 平成30年 7月 1日

令和元年6月 30日

年 月

月

日

日年小 室 裕

3
・監事

ミキ フミオ 平成30年 7月 1日

令和元年6月 30日

年  月  日

年   月   日三 木 文

4 ・監事
コイデ ミキオ

小 出 幹

平成30年 7月 1日

令和元年6月 30日

年  月  日

年  月  日

5 ・監事
セキサワ ケン 平成30年 7月 1日

令和元年6月 30日

年 月

月

日

日年関 澤   

6 理事

イマムラ ケンジ 平成30年 7月 1日

令和元年6月 30日

年 月

月

日

日年今 オ寸 賢 

7 理事

エビハラ タイキ 平成30年 7月 1日

令和元年6月 30日

年

年

月

月

日

日海老原 大 樹

8 理事・監事

年

年

月

月

日

日

年 月

月

日

年 日

9 理事・監事

年 月

月

日

日年

年 月

月

日

日年

10 理事・監事

年  月  日

年  月  日

年

年

月

月

日

日

―ラム

/~ヽ

使り芳監事

|

|

~~~~~¬

|



書式第 4号 (法第 10条・第 28条関係)

設立・事業報告用

社 員 名 簿 (社員のうち 10人以上の者の名簿 )

特定非営利活動法人 日 マンガ・アニメトキ
ム

氏   名 住 所 又 は 居 所

1 尾 中 哲 夫

2 小 室 裕

3 三 木 文 夫

4 小 出 幹 雄

5 関 澤   賢

6 今 村 賢 士

7 海老原 大 樹

8 小 林 勝 己

9 曽 和 満 高

10 平 野 廣佐子

11 員 壁 耕 作

12




